
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

はじめに 

 

この度、市民の皆様からの御意見等を踏まえ、「令和８年度川崎市食品衛生監視

指導計画」を策定しました。 

この計画に基づき、食品の検査や食品等事業者の監視指導などを効果的かつ効

率的に行うとともに、食品衛生の正しい知識の普及や関係者間相互の意見交換な

どの取組を通じ、市民の安全で安心できる食生活の実現と健康の保護を目指して

いきます。 
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第１ 監視指導の実施体制等 

 

１. 監視指導の実施機関 

(1) 保健所 

ア 健康福祉局保健医療政策部 

(ア) 生活衛生課 

a 食品安全担当 

食品衛生に係る事業の企画立案や関係機関との連絡調整を行います。 

また、食品等事業者の法令遵守状況、食中毒発生状況、苦情事例等を分

析するとともに、市民や関係機関等と意見交換や情報交換を行い、食品

衛生監視指導計画を策定・公表します。 

b 監視・表示担当 

大規模食品製造施設等の監視指導を専門的に行うとともに、ＨＡＣＣＰ

に沿った衛生管理の導入確認を行います。 

また、食品表示法に係る事業の企画立案や関係機関との連絡調整を行

うとともに、食品表示に係る相談や苦情、表示違反が疑われる事案では、

関係機関と連携して食品表示法に基づく監視指導を行います。 

(イ) 中央卸売市場※食品衛生検査所 

国内外からの多種多様な食品が大量に流通する 

中央卸売市場北部市場及び大規模食品製造施設等の 

監視指導、卸売市場流通食品等の検査を行います。 

また、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入確認を行う 

とともに、食品衛生情報の提供及び啓発活動を行います。 

イ 各区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課 

食品等取扱施設の監視指導を行うとともに、食品等の 

収去※検査や官能検査※を行います。また、市民や食品等 

事業者からの相談に対応するとともに、ＨＡＣＣＰに沿った 

衛生管理の導入確認並びに衛生教育及び啓発活動を 

行います。 

中央卸売市場 
食品衛生検査 
（川崎市 HP）

所 
 

食品衛生 
監視員の仕事 
（川崎市 HP） 

 

https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/288-13-1-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000140177.html
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(2) 健康安全研究所 

収去検体や苦情食品等の試験検査を実施するほか、 

食中毒等が発生した場合には病因物質の検査を行います。 

また、その検査情報を本市ホームページ（健康安全研究所） 

に掲載します。 

また、食品衛生法に規定される検査等の業務管理※要領の改正を見据えた精度

管理を推進し、必要な検査機器の整備に努めるとともに、食の安全に関する多様

な調査研究により公衆衛生上の課題解決を目指します。 

 

２. 食品衛生監視員※・検査員の人材育成及び資質の向上 

効果的・効率的に業務を実施するため、研究発表会や研修会等に職員を派遣し、

専門知識、検査技術、情報収集力、コミュニケーション能力等の向上に努めます。 

また、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入及び定着を推進するため、専門性の高い

食品衛生監視員の育成や、健康危機管理に適切に対応するための教育訓練を実施

します。 

 

３. 関係機関との連携体制 

(1) 庁内関係部局 

社会福祉施設等を所管するこども未来局や健康福祉局の各部（感染症対策部門、

健康増進部門等）をはじめ、経済労働局の都市農業振興センターや消費者行政セ

ンター等と連携して対応します。 

(2) 関係自治体 

全国食品衛生主管課長会議等において課題を共有するとともに、広域流通食

品に係る違反を発見した場合や食中毒が発生した場合は、連携して対応します。 

(3) 国の機関 

ア 厚生労働省 

広域的な食中毒が発生した場合は、厚生労働大臣が設置した広域連携協議

会※を活用し、国や都道府県等と相互に連携協力して対応します。また、輸入

食品に係る違反が発見された場合も連携して対応します。 

健康安全研究所 
（川崎市 HP） 

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/22-13-8-0-0-0-0-0-0-0.html
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イ 消費者庁 

広域かつ重大な健康被害の発生につながるおそれがある表示違反が発生し

た場合は、連携して対応します。 

ウ 農林水産省 

食品表示法の品質事項に係る違反で、事業者が広域事業者である場合や農

畜水産物の残留農薬※基準違反等が発生した場合は連携して対応します。 

(4) 関係団体 

一般社団法人川崎市食品衛生協会※等と連携し、衛生講習会や情報提供を通じ

て、食品等事業者へＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入等を支援するとともに、市

民への啓発活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

川崎市
関係自治体

厚生労働省

消費者庁

農林水産省

関係団体

保健所

• 区役所衛生課（７区）

• 生活衛生課

• 市場食品衛生検査所

健康安全
研究所

庁内関係
部局

食品衛生に係る連携体制 

相互連携 

情報交換 
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第２ 監視指導の実施内容 

 

１. 監視指導の実施に関する基本方針 

(1) 立入検査 

ア 監視指導事項 

食品衛生法で定める規格又は基準への適合等について確認するとともに、

その遵守を徹底します。 

また、食品群ごとに、食品供給の行程（フードチェーン）の各段階に応じて重

点監視項目を定めた「主な食品群ごとの重点監視指導項目」（別表１）を踏まえ、

監視指導を行います。 

イ 実施計画 

食品の流通実態、食中毒発生状況、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の状況等に

応じて施設への「標準立入検査回数」（別表２）を設定し、デジタル技術や分析

データも活用し、効果的・効率的な監視指導を行います。その他公衆衛生に与

える影響が少ない営業として届出を要さない施設は、相談や食品表示に関わ

る届出等があった場合に、必要な監視指導を行います。 

(2) 収去検査等 

食肉等、乳及び乳製品、食鳥卵、水産食品、野菜等の食品群ごとに、違反状況等

を分析し、リスクの高い食品について、収去検査を実施して、食品衛生法で定め

られた成分規格のほか、食品表示法で定められた食品表示基準への適合状況等

を確認します。収去検査にあたっては、年間の「収去等実施計画」（別表３）を設定

し、計画に基づいて効率的に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 小売店での監視  卸売市場での監視  給食施設での監視 
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(3) 違反発見時の対応 

立入検査により違反を発見した場合には、口頭で指導を行い、改善が図られな

いときは、書面による指導や必要な場合は行政処分を行うとともに、改善が図ら

れたことを確認します。 

収去検査等の結果、違反食品等を発見した場合は、製造・加工・輸入等を行った

施設の調査を実施し、原因究明及び再発防止を指導し、 

必要に応じて違反食品の回収・廃棄等の措置を講じます。 

 また、違反食品等の製造施設等が市外の場合には、 

関係自治体へ通報し、連携して対応します。 

行政処分等を行った場合は、違反内容等を公表する 

とともに、関係法令に基づき、国の機関と必要な通知を行います。 

 

２. 重点的に監視指導を実施する事項 

(1) ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理 

衛生管理計画及び手順書並びに衛生管理の実施状況の記録を確認し、食品等

事業者が適切に作成・実施するよう指導を行います。特に小規模な食品等事業者

については、負担軽減を図るため、食品等事業者団体が作成し、厚生労働省が内

容を確認した手引書や川崎市が作成した動画等を用いて指導等を行います。 

 

 

 

 

 

 

(2) 食中毒対策 

例年、ノロウイルス、カンピロバクター及び寄生虫を 

原因とした食中毒の発生件数が多いことを踏まえ、 

食品による健康被害を未然に防止するため、 

次の事項を中心として食中毒対策を実施します。 

手引書・確認票 

 

HACCPに関する 
お知らせ 

（川崎市 HP） 
 

食中毒の予防

（川崎市 HP） 

食品衛生法 

違反者等の公表 

（川崎市 HP） 

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/22-12-7-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000062971.html
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000085369.html
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ア 大量調理施設等に対する食中毒対策 

大量調理施設（弁当屋、仕出し屋、旅館、学校、病院、福祉施設等）において食

中毒が発生した場合には、大規模な食中毒となる可能性が高いことから、加

熱、冷却、洗浄等メニューに応じた適切な管理が行われるよう監視指導を行い

ます。特に、ノロウイルスは、調理従事者が関与する事例が多いため、調理従

事者の健康管理、手洗いの徹底について、重点的に指導を行います。 

イ 食肉を原因とする食中毒対策 

食肉等による食中毒の病因物質であるカンピロバクター、腸管出血性大腸菌

及びサルモネラに対しては、調理時に食肉等を中心部まで十分加熱すること

や、食品や器具の相互汚染を防止することが効果的であることから、飲食店

営業者等に対し、重点的に監視指導を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ アニサキス等の寄生虫による食中毒対策 

近年、魚介類の生食が原因と推定されるアニサキス（寄生虫）による食中毒

が多発しているため、生食用鮮魚介類を提供・販売する事業者に対して、鮮度

確認及び目視確認を徹底し、必要に応じて、冷凍や加熱を実施するよう指導

を行います。 

エ その他の食中毒対策 

(ア) 行事における食中毒対策 

食品の提供を伴う行事が増加していることから、行事の主催者及び出店

者双方に対し、提供可能な品目・品目数や衛生的な食品の取り扱い等につ

いて、助言指導を行います。 

ポスター（肉の加熱方法の注意喚起） 

鶏刺し、鶏タタキ等による 

カンピロバクター食中毒に 

御注意ください！ 

（川崎市 HP） 

腸管出血性大腸菌 

による食中毒防止 

（営業者にできること・

消費者にできること） 

（川崎市 HP） 

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000134718.html
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000143736.html
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(イ) 持ち帰りや宅配等を行う飲食店等の監視指導 

持ち帰り等の食品は、店内での提供よりも喫食するまでの時間が長く、食

中毒のリスクが高まることから、調理済食品の温度管理や適切な手洗い方

法等について普及啓発を図るとともに、監視指導を実施します。 

(3) 食品表示対策 

アレルゲン※、消費期限、保存方法等の食品を摂取する際の安全性に重要な影

響を及ぼす事項の表示について、食品表示法※に規定する食品表示基準への適

合を確認します。また、その遵守と違反時の迅速な対応を徹底します。 

 

 

 

 

 

 

 

３. 一斉取締り 

細菌性食中毒が発生しやすい夏期や、食品流通量が増加する年末の時期には、厚

生労働省や消費者庁が示す指針を踏まえ、監視指導を重点的に行います。 

(1) 夏期食品一斉監視 

令和８年７月１日から８月３１日まで 

(2) 年末食品一斉監視 

令和８年１２月１日から１２月３１日まで 

(3) 緊急監視 

危害度の高い違反が多発した場合や広域流通食品による大規模食中毒が発生

した場合等には、緊急監視を行います。 

 

第３ 食中毒等健康危害発生時の対応 

 

事前に収去や検査で必要な器材等を整備するとともに、食中毒等の発生時には、原

因究明のため、庁内外の関係機関と連携し、迅速かつ適切な調査を実施するととも

食品表示セルフチェックシート 

 

食品表示 

（川崎市HP） 

 

食品表示法 

違反者等の公表 

（川崎市 HP） 

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000064385.html
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000156217.html
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に、健康被害の拡大防止及び食中毒等の再発防止のために必要な措置を講じます。 

大規模又は重篤な食中毒が発生した場合は、危機管理本部と連携し、食中毒対策本

部による全庁的対策を講ずるとともに、必要な場合は、厚生労働省に対し疫学調査

専門家チームの派遣等を要請します。 

指定成分等含有食品※や機能性表示食品※等を含むいわゆる「健康食品」の摂取との

関連が疑われる健康被害情報を探知した場合には、関係事業者による情報収集、行

政機関への届出や情報提供等が適切に行われるよう指導するとともに、原因究明及

び健康被害の拡大防止のため、医薬品担当部署、医療機関、厚生労働省、消費者庁等

と連携して対応します。 

なお、食品への意図的な異物混入のように犯罪に関係があると強く疑われる場合は、

警察や農林水産省などの関係機関と連携して健康被害の拡大防止を図ります。 

 

 

 

 

第４ 食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進 

 

１. ＨＡＣＣＰの取組支援及び食品衛生責任者等の資質向上 

食品の安全性を確保するためには、食品等事業者が積極的に、自らが実施する衛

生管理の向上に取り組むことが重要であることから、食品等事業者、従事者及び食

品衛生責任者※を対象とした食品衛生講習会等により情報提供を行います。 

特に、食品等事業者が自らの営業における衛生上の危害要因を正しく認識し、一

般的衛生管理やＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を適切に実施できるよう、指導を行い

ます。 

 

 

 

 

 

講習・研修（対面型）：HACCPセミナー 

食中毒の発生状況 

（川崎市 HP） 

 

機能性表示食品及び 

特定保健用食品に係る 

健康被害の情報提供 

（川崎市 HP） 

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000180604.html
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000171116.html
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２. 食品等事業者による自主回収への対応 

食品等事業者自らが食品等の回収を行う場合、食品衛生法又は食品表示法に基

づく自主回収情報の届出により、食品等事業者の自主回収 

情報を的確に把握し、回収状況を確認するとともに、 

再発防止や消費者への注意喚起等必要な指導を行います。 

 また、必要に応じ国や関係自治体と連携し、食品等事業者の 

回収が円滑に進むよう支援します。 

 

３. 食品関係団体への支援 

食中毒予防やＨＡＣＣＰに沿った衛生管理等について、食品衛生推進員に対する

研修を会場集合型やオンラインを活用して実施するとともに、一般社団法人川崎市

食品衛生協会と協力し、食品衛生指導員※研修会に出講することで、自主管理事業

の推進を支援します。 

また、高齢者世帯を対象とした配食等ボランティア活動や食品の提供を通じた介

護予防活動、地域行事等における食品の取扱いについて、指導及び情報提供を行

います。 

 

第５ 情報提供及び意見交換（リスクコミュニケーション） 

 

１. 関係者相互間の意見交換 

食品の安全性の確保に係る施策を的確に講じていくため、市民、食品等事業者、

関係団体等とのリスクコミュニケーション（食品衛生監視員の体験会、施設見学等）

により相互理解を深め、効果的・効率的に施策を実施します。 

 

 

 

 

 

 
一日食品衛生監視員体験会（左：食品衛生検査所／右：市内食品工場） 

食品衛生法及び 

食品表示法に係る 

食品等の自主回収 

（川崎市 HP） 

 

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129519.html
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２. 計画の実施状況の公表 

監視指導計画の策定にあたっては、ホームページや「川崎市食の安全確保対策懇

談会※」等において、意見を募集し、計画へ反映させます。 

令和７年度川崎市食品衛生監視指導計画実施結果は 

令和８年６月末までに、夏期・年末食品一斉監視の結果 

については随時、ホームページで公表します。 

 

３. 市民・食品等事業者への情報提供 

(1) 食品衛生情報の提供及び啓発活動 

市民や食品等事業者に対し、ホームページ、ＳＮＳ、リーフレット等により、本市オ

リジナルの食品安全推進キャラクター「ハムップ店長」等を活用した広報を実施す

るとともに、講習会や衛生教育により食品衛生に関する正しい知識やＨＡＣＣＰ

に沿った衛生管理等の普及啓発を行います。 

また、特に近年流行している野生鳥獣肉（ジビエ）※、食中毒発生件数上位のアニ

サキス、高齢者や小児が発症すると重篤な症状を引き起こす腸管出血性大腸菌

の食中毒が発生しないよう、正しい知識の普及に努めます。 

 

 

 

 

 

 

(2) 食中毒多発期間における注意喚起等 

ノロウイルス食中毒警戒情報※が発令された場合は、関係機関に情報提供し、周

知を依頼するとともに、庁内での懸垂幕掲示等により、注意喚起を行います。 

食中毒が多発する夏期や年末には、関係団体や食品衛生推進員※と連携して食

品衛生キャンペーン等を実施します。 

(3) 食品ロス削減推進の取組 

食品ロス削減の取組として、食べ残し持ち帰りに当たっての法的及び衛生的な

街中ビジョン広報 

川崎市 

食品衛生チャンネル 

監視指導計画 

（川崎市 HP） 

 

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000145987.html
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/22-12-2-0-0-0-0-0-0-0.html
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リスクの低減を図り、消費者及び事業者双方の食べ残し持ち帰りに対する意識の

変化や行動変容につなげるため、国が「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」を策

定したことから、消費者及び事業者双方に対して、食品の衛生的な取扱いや持ち

帰る際の留意事項等について普及啓発等を実施します。 

 

  

食品ロスの削減の 

推進に関する法律等 

（消費者庁 HP） 

 

安全・安心な食品づくり 

と食品ロス削減 

（川崎市 HP） 

 

食品ロス削減のために

外食時にできること 

（厚生労働省 HP） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/#06
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000175052.html
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別表１ 主な食品群ごとの重点監視指導項目 

食肉、食鳥肉 

及び 

食肉加工品 

食肉製品製造施設における製造又は加工に係る記録の作成及び保存に関する指

導 

食肉処理施設における衛生的な処理及び成型(結着) ※、テンダライズ処理※、タン

ブリング処理※等の加工方法に関する指導 

枝肉及びカット肉の販売施設における保存温度、衛生的な取扱いに関する指導 

食中毒の原因となる菌が付着している可能性がある食肉等の調理施設に対する

加熱調理の徹底や食肉処理施設で解体された野生鳥獣肉の使用の徹底など衛生

的な取扱いに関する指導 

市内流通品の検査（微生物、動物用医薬品、残留農薬、放射性物質等） 

生食用食肉(内臓を除く牛肉)の規格基準に基づく加工及び調理に関する指導 

牛肝臓及び豚の食肉（内臓を含む。）の生食用としての提供禁止、十分な加熱調理

に関する情報提供等の調理基準等の遵守に関する指導 

乳及び 

乳製品 

乳製品製造施設における製造基準の遵守及び衛生 

乳製品製造施設における製造又は加工に係る記録の作成及び保存に関する指導 

調理及び販売施設における保存温度、衛生的な取扱いに関する指導 

食鳥卵 

製造及び加工施設における洗卵時及び割卵時の汚染防止に関する指導 

製造又は加工に係る記録の作成及び保存に関する指導 

製造及び加工施設における汚卵、軟卵及び破卵の選別等検卵の徹底に関する指

導 

調理及び販売施設における保存温度、衛生的取扱いに関する指導 

調理及び販売施設における破卵等の検卵の徹底に関する指導 

水産食品 

（魚介類及び

水産加工品） 

調理及び販売施設に対する生食用鮮魚介類等の保存温度、衛生的取扱いに関す

る指導 

水産加工品の保存温度、衛生的な取扱い等流通管理に関する指導 

ふぐ営業の認証施設等に対するふぐの適正な取扱い及び販売に関する指導 

市内流通品の検査（細菌、ノロウイルス、動物用医薬品、微量汚染物質、貝毒、ふぐ

毒、放射性物質等） 

卸売市場等からの有毒魚介類等の排除 

野菜、果物、

穀類、豆類、

種実類、茶等

及びこれら

の加工品 

遺伝子組換え表示対象原料、その加工品等を使用する製造施設等に対する分別

生産流通管理※証明書の確認指導 

市内流通品の検査（残留農薬、防かび剤、遺伝子組換え食品※、放射性物質、微生

物等） 

卸売市場等からの有毒植物等の排除 

いわゆる野菜浅漬製造施設、カット野菜及び果物加工施設における衛生的取扱い

及び自主検査に関する指導 

上記以外の

一般食品 

製造者及び加工者による異物混入防止対策に関する指導 

製造者及び加工者による製造段階及び加工段階における低温保管等の温度管理

に関する指導 

製造者及び加工者による食品表示ラベルの貼り間違え等の誤表示防止対策に関

する指導 

添加物（製剤を含む。）の製造者及び加工者並びにこれを使用する食品の製造者

及び加工者による使用添加物の確認に関する指導 

添加物（製剤を含む。）を使用して製造又は加工した食品についての市内流通品

の検査 
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別表２ 標準立入検査回数 

対象施設 
（中央卸売北部市場及び地方卸売南部市場内施設を除く） 

立入検査回数 

・ 前年度に食中毒を発生させた施設 

・ 工場形態の営業であって、全国を広く流通する食品の製造を行う大規

模施設 

・ ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の対象となる食品製造施設 

年２回 

・ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の対象となる施設（立入検査回数年２回及

び随時、継続許可時等の施設を除く。） 

・ 認定小規模食鳥処理事業場 

年１回 

・ 飲食店営業の一部（コンビニエンスストア等の簡易な飲食店、バー、まあ

じゃん屋等、軽飲食等、仮設店舗による臨時営業等） 

・ 自動車及び自動販売機による営業 

・ 届出営業（集団給食施設を除く。） 

随時、継続許可

時等 

＊ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入を確認できた施設は、標準立入検査回数を減ずること

ができるものとします。 

 

中央卸売市場 北部市場内施設 立入検査回数 

魚介類販売業、食肉販売業、届出営業、水産製品製造業、そうざい製造

業等 
日１回 

魚介類競り売り営業、野菜果物販売業（青果物卸売事業者に限る。） 年８５回 

飲食店営業、氷雪製造業、認定小規模食鳥処理事業場等 随 時 

  

地方卸売市場 南部市場内施設 立入検査回数 

魚介類競り売り営業、魚介類販売業（包装済みの魚介類のみの販売を除

く。）、野菜果物販売業 
月１回 

飲食店営業、食肉販売業、届出営業（野菜果物販売業を除く。）等 随 時 
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別表３ 収去等実施計画 

食 品 等 分 類 

検

体

数 

検 査 機 関 主 な 検 査 内 容 

健

康

安

全

研

究

所 

市
場
食
品
衛
生
検
査
所 

微

生

物 

残

留

農

薬 

食

品

添

加

物 

動

物

用

医

薬

品 

ア

レ

ル

ギ

ー

物

質 
遺
伝
子
組
換
え
食
品 

そ
の
他
理
化
学
検
査 

魚 介 類 80 50 30 ◎ － － ◎ － － ◎ 

冷 凍 食 品 10 10 0 ◎ － ◎ ◎ － － － 

魚 介 類 加 工 品 115 80 35 ◎ － ◎ － － ◎ ◎ 

肉 卵 類 及 び そ の 加 工 品 165 150 15 ◎ ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎ 

乳 製 品 ・ 乳 類 加 工 品 5 5 0 ◎ － ◎ － － － － 

ア イ ス ク リ ー ム 類 ・ 氷 菓 5 5 0 ◎ － － － － － － 

穀 類 及 び そ の 加 工 品 150 150 0 ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎ 

野菜類・果物及びその加工品 400 370 30 ◎ ◎ ◎ － － ◎ ◎ 

菓 子 類 85 80 5 ◎ － ◎ － ◎ ◎ － 

清 涼 飲 料 水 ・ 酒 精 飲 料 10 10 0 ◎ － ◎ － － － ◎ 

そ の 他 の 食 品 

（ 上 記 以 外 の 食 品 ） 
65 60 5 ◎ － ◎ － ◎ － ◎ 

そ の 他 

（ 手 指 ・ 器 具 拭 取 り 等 ） 
410 180 230 ◎ － － － － － － 

合 計 1,500 1,150 350        

* その他理化学検査：貝毒、重金属、放射性物質などの検査 
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用語解説集 

【あ行】 

・ アニサキス 

魚介類に寄生する寄生虫の一種で、

その幼虫がサバ、アジ、イカ、イワシ、

サンマなどに寄生します。魚介類の内

臓に寄生しているアニサキス幼虫は、

鮮度が落ちると、内臓から筋肉に移動

することが知られています。アニサキ

スが寄生している魚介類を生又は加

熱が不十分な状態で食べると感染す

ることがあります。多くは食後２～８

時間で、激しい腹痛、悪心、おう吐等

の症状を呈します。 

・ アレルゲン 

食物の摂取により、身体が自身を

過剰に防御することで、皮膚症状や消

化器症状等の不利益な症状を起こす

ことを「食物アレルギー」といい、この

ような反応を引き起こす物質を「アレ

ルゲン」といいます。アレルギーを起こ

しやすい食品やアレルギーを起こすと

重症化する食品について、消費者の

健康被害の発生を防止する観点から

原材料表示が義務付けられました。現

在、表示が義務付けられている原材

料（特定原材料）は、えび、かに、くる

み、小麦、そば、卵、乳、落花生（ピーナ

ッツ）の８品目です。また、義務表示に

準ずるものとして、アーモンド、あわび、

いか、いくら、オレンジ、カシューナッ

ツ、キウイフルーツ、 牛肉、ごま、さけ、

さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカ

ダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、

ゼラチンの２０品目の表示が奨励され

ています。 

・ 一般社団法人川崎市食品衛生協会 

食品衛生法の趣旨に基づいて行政

に協力し、飲食に起因する危害の発生

を防止し、食品衛生の向上を図ること

を目的として、昭和２９年４月に設立

された団体です。食品等事業者の食

品衛生思想の向上及び業界の自主管

理体制の確立を図るために、各種講

習会を開催するほか、市の夏期・年末

食品一斉監視に合わせて食品衛生指

導員による巡回指導を実施するとと

もに、食品衛生月間（８月）に保健所と

連携して食品安全キャンペーン等を実

施しています。 

・ 遺伝子組換え食品 

食品として用いられている植物等

の性質を人間にとってより有利なも

のに変えるために、他の生物から有用

な性質を付与する遺伝子を取り出し、

組み込む技術を応用した食品です。令

和７年３月１３日現在、９品目（じゃが
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いも、大豆、てんさい、とうもろこし、

なたね、わた、アルファルファ、パパイ

ヤ、カラシナ）３３７品種の作物と８６

品目の食品添加物が、安全性審査の

手続きを経ており、その輸入と国内流

通が認められています。 

・ 卸売市場 

卸売市場は、生活に必要な生鮮食

料品の安定供給や農林水産業の発展

にも重要な役割を果たしています。本

市には、農林水産大臣の認定を受け

た中央卸売市場（北部市場）と神奈川

県知事の認定を受けた地方卸売市場

（南部市場）があります。北部市場は、

首都圏における広域的食品流通の拠

点を、南部市場は、地域密着型食品流

通の拠点をビジョンとしています。 

 

【か行】 

・ 川崎市食の安全確保対策懇談会 

食品の安全確保に関する施策につ

いて委員の意見を求める会議です。

学識経験者、消費者、食品関係等の事

業者９人以内の委員で構成されてい

ます。 

・ 官能検査 

五感（視・聴・味・嗅・触覚）を用いて

物の特性を評価する方法です。食品

の官能検査では、腐敗・変敗、かびの

発生、容器包装異常や表示内容など

を確認しています。 

・ カンピロバクター 

動物の腸管内に広く存在する細菌

で、汚染された水や食品から人間に感

染し、急性胃腸炎を起こします。他の

食中毒に比べ少ない菌量で発症しま

すが、発症するまでの時間は平均２～

５日と長い特徴があります。この菌に

よる食中毒は、食肉の生食や加熱不

十分な肉料理の喫食が主な原因とな

っています。 

・ 機能性表示食品 

  国の定めるルールに基づき、事業者

が食品の安全性と機能性に関する科

学的根拠などの必要な事項を、販売

前に消費者庁長官に届け出れば、機

能性を表示することができる食品で

す。国が審査を行わないため、事業者

は自らの責任において、科学的根拠

を基に適正な表示を行う必要があり

ます。 

・ 検査等の業務管理 

食品衛生検査施設において、検体

の採取から検査結果の報告までの一

連の作業について、標準作業書を定

めて適切に実施するとともに、必要な

記録を行い、それらを正しく保管する

ことによって一定の水準が維持され
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ていることを担保する仕組みです。そ

のほか、信頼性確保部門による内部

点検、施設内部で行う内部精度管理、

第三者機関が行う外部精度管理等が

あります。 

・ 広域連携協議会 

食品衛生法の改正に伴い、広域的

な食中毒事案の発生防止等のための

関係者の連携・協力を目的とし、国と

関係自治体の情報共有の場として、

設置された協議会です。緊急を要する

場合には、厚生労働大臣は、協議会を

活用し、広域的な食中毒事案に対応

を行います。 

 

【さ行】 

・ サルモネラ属菌 

種類が非常に多く、人間に病原性

がある種類も多い細菌で、人間や家

畜その他多くの動物の腸内に存在し、

河川、下水等の自然界にも広く分布し

ています。この菌による食中毒の原因

食品として、食肉や卵等の畜産物が知

られています。 

・ 残留農薬 

使用した農薬が、農産物等に残留し

たり、土壌を通じて移行したりしたも

のを残留農薬といいます。農薬が残

留した食品を摂取することにより、人

の健康を損なうことがないよう、食品

衛生法で食品に残留する農薬の成分

量の限度が定められています。 

・ 指定成分等含有食品 

食品衛生上の危害の発生を防止す

る見地から特別の注意を必要とする

成分又は物であって、厚生労働大臣

及び内閣総理大臣が食品衛生基準審

議会の意見を聴いて指定したものを

含む食品です。 

・ 収去 

試験検査に供するために、食品衛

生監視員が食品や食品添加物等を営

業施設等から必要量を譲り受けるこ

とをいいます。収去に際しては、被収

去者（食品等事業者）に対して収去証

を交付します。 

・ 食品衛生監視員 

食品衛生法の規定に基づき、飲食

に起因する衛生上の危害の発生を防

止するために監視指導等を行います。

食品衛生法により資格要件が定めら

れています。 

・ 食品衛生指導員 

安全で衛生的な食品を提供するた

め、昭和３５年に日本食品衛生協会が

設けた制度です。営業施設等の巡回

指導、製品の自主検査の推進、消費者

への食品衛生思想の普及啓発等に活
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躍しています。 

・ 食品衛生推進員 

平成７年の食品衛生法の改正によ

り創設された制度で、市長の委嘱を

受け、地域の情報収集及び伝達、保健

所活動への協力等地域の食品衛生の

向上のために活動しています。 

・ 食品衛生責任者 

施設の衛生管理にあたって、中心

的な役割を担う者として営業者（器具

又は容器包装を製造する営業者、食

鳥処理の事業及び公衆衛生に与える

影響が少ない営業を行う者を除く。）

が定めた者で、定期的に実務講習会

を受講し、食品衛生に関する新たな知

見の習得に努めるとともに、営業者の

指示に従い、衛生管理に当たります。 

・ 食品表示法 

食品を摂取する際の安全性及び一

般消費者の自主的かつ合理的な食品

選択の機会を確保することを目的に

平成２５年に制定された法律です。そ

れまで食品衛生法、ＪＡＳ法及び健康

増進法の３法に分かれていた食品の

表示に関する規定を統合して食品の

表示に関する包括的かつ一元的な制

度として整理されました。 

・ 成型（結着） 

他の食肉の断片を結着させ成型す

る処理です。この処理により、病原微

生物で内部が汚染されるおそれがあ

ることから、処理をした旨及び飲食に

供する際に十分な加熱を要する旨を

表示することが必要とされています。 

 

【た行】 

・ 大量調理施設衛生管理マニュアル 

集団給食施設等における食中毒を

予防するため、ＨＡＣＣＰの概念に基

づき、調理過程における重要管理事

項を示したものです。 

・ タンブリング処理 

食肉を調味料に浸けこむ処理です。

この処理により、病原微生物で内部が

汚染されるおそれがあります。 

・ 腸管出血性大腸菌 

病原性大腸菌の一種で、腸管内で

ベロ毒素という血便の原因となる毒

性の強い毒素を放出します。食品とと

もに摂取され、少量の菌数でも食中

毒を起こすことがあります。また、潜

伏期間が長いため、原因の特定が難

しい事例が多く見られます。特に、乳

幼児や高齢者は、溶血性尿毒症症候

群（ＨＵＳ）や脳症など重症化する場合

もあるので、注意を要します。 

・ テンダライズ処理 

食肉に針状の刃を刺し通し、原形を
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保ったまま硬い筋や繊維を短く切断

する処理です。この処理により、病原

微生物で内部が汚染されるおそれが

あります。 

・ 動物用医薬品 

畜産動物や養殖魚に対して、病気

の治療や予防のために使用されるも

ので、抗生物質や寄生虫駆除薬等が

あります。食品衛生法で食品に残留す

る動物用医薬品の成分量の限度が定

められています。 

 

【な行】 

・ ノロウイルス 

手指や食品などを介して経口感染

し、ヒトの腸管で増殖し、おう吐、下痢、

腹痛などを起こします。健康な方は軽

症で回復しますが、乳幼児や高齢者は

重症化することがあります。ノロウイ

ルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、

一年を通して発生していますが、特に

冬季に流行します。 

・ ノロウイルス食中毒警戒情報 

感染症発生動向調査として、定点

医療機関から毎週報告される「感染性

胃腸炎」の患者増加とノロウイルス食

中毒の発生には関連性があることか

ら、神奈川県では、１２月１日又は１０

月１日以降に報告される感染性胃腸

炎患者数が、前週の値に比べ３週間連

続して上昇した場合等に警戒情報を

発令しています。警戒情報は、３月末

日に解除されます。 

 

【は行】 

・ ＨＡＣＣＰ（ハサップ） 

食品等事業者自らが、食中毒菌汚

染等の危害要因を把握した上で、原

材料の入荷から製品の出荷までの全

工程の中で、危害要因を除去又は低

減させるために特に重要な工程を管

理し、製品の安全性を確保しようとす

る衛生管理手法です。平成３０年の食

品衛生法の改正により、原則として全

ての食品等事業者にＨＡＣＣＰ（ハサッ

プ）に沿った衛生管理が義務付けられ

ました。 

・ 分別生産流通管理（ＩＰハンドリング） 

“遺伝子組換え食品ではない”又は

“遺伝子組換え食品が含まれていない

かどうか”を客観的に証明するため、

「遺伝子組換え農産物」又は「非遺伝

子組換え農産物」を、生産・流通・製造

の各段階で混入しないよう分別して

管理し、その内容を証明する書類によ

り明確化する方法をいいます。 

 

【や行】 
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・ 野生鳥獣肉（ジビエ） 

シカ、イノシシなど狩猟の対象とな

り食用とする野生鳥獣又はその肉の

ことです。生又は加熱不十分なジビエ

には、Ｅ型肝炎や腸管出血性大腸菌に

よる食中毒のリスクがあるほか、寄生

虫の感染も知られています。 

 

【ら行】 

・ リスクコミュニケーション 

リスクの管理や評価を行う機関、食

品等の生産、製造、流通の関係者、消

費者等が、それぞれの立場から相互

に情報や意見を交換することです。リ

スクコミュニケーションを行うことで、

関係者相互の理解を深めることがで

きます。 


